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はじめに 

 学校部活動は、各部活動の責任者（以下「部活動顧問」という。）の指導のもと学校教育の

一環として行われ、教員の献身的な支えにより生涯にわたってスポーツや文化に親しむ能力・

態度を育んできました。また、体力や技能の向上を図る以外にも、異年齢との交流の中で生

徒同士や生徒と教師との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責

任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場

として教育的意義を有してきました。 

 鎌ケ谷市教育委員会では、平成３０年にスポーツ庁及び文化庁が「部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン」を策定されたことを踏まえ、令和元年度（平成３１年４月）に『鎌

ケ谷市部活動ガイドライン』を策定しました。冒頭のガイドラインの趣旨には「各学校にお

いては、従前行われてきた指導方法や練習方法を容易に継承するのではなく、部活動に対す

る意識を改革し、練習方法の在り方や休息の取り方等、多方面から検証することが必要であ

り、短時間で効果の得られる合理的かつ効率・効果的な指導の実施が求められています。～

中略～鎌ケ谷市教育委員会は、社会的状況や地域の実情を鑑み、児童生徒がなお一層心身の

バランスのとれた成長と豊かな学校生活が実現できるよう考慮し･･･」と謳い、各学校にそれ

ぞれ『部活動ガイドライン』を策定するよう求めました。 

以後、少子化による部員数の減少、教員の大幅な世代交代や指導する教員の専門性の低下、

教員の超過勤務、加えて生徒や保護者のニーズの多様化といった解消しなければならない課

題が社会全体の問題として顕著になってきました。 

令和４年６月及び８月には、これらの具体的な方策として、スポーツ庁及び文化庁に設置

した「部活動の地域移行に関する検討会議」から提言が出されたことを受け『学校部活動及

び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドラインが、そして県からは翌令和

５年３月に『地域全体で子どもたちを育てる学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関す

るガイドライン』が示されたことにより、今回の『鎌ケ谷市部活動ガイドライン』の改訂に

至りました。 

鎌ケ谷市教育委員会では、学校部活動において国や県からこのような経緯で内容が示され

たことを熟考すると、特に教員が顧問を務めることは専門性や意思に関わらず指導体制等に

ついて従前来の考えから脱却し、持続可能な運用を目指すべき時代がやってきたものと捉え

ています。よって、学校部活動の地域連携（部活動指導員の配置）並びに地域の運営団体・

実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動への展開（地域クラブ活動

の設置）へと国や県の動向を注視し、協議を重ねながら順次進めていきたいと考えています。 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の管理下 

１ 学校部活動 

学校部活動は、教育活動の一環として行われ、教育課程との関係は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小学校では、部活動についての明確な規定はないが、小学校学習指導要領解説体育編に

おいて、以下のように記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、『部活動の位置づけ』は、「教育課程外」に学校が計画し実施する教育活動とされ、

校務分掌に位置づけられている者が行うのが通例である。 

 

学校の教育活動 

教育課程 教育課程外 

学習指導要領に基づく領域 学校が計画する領域 

各教科、総合的な学習の時間 

特別活動 

放課後の課外活動 

休み時間、登下校等 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校学習指導要領第１章総則第５の１】 

ウ 生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化

及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が

目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程

との関連が図られるよう留意すること。その際、地域や学校の実態に応じ、地域

の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携等の運営

上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

第４章 指導計画の作成と内容の取扱い 

第３ 体育・健康に関する指導 

＜クラブ活動、運動部の活動＞ 

また、運動部の活動は、主として放課後を活用し、特に希望する児童によって行

われるものであるが、児童の能力や適性などを考慮し、教師などの適切な指導の下

に、自発的、自主的な活動が適正に展開されるよう配慮することが大切である。 
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さらに、『部活動の意義』としては、一般的に以下のようにまとめることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 部活動の在り方に関する方針 

（１）方針の策定 

 校長は、本ガイドラインに則り、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。 

校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び各部活動の活動計画等を公表する。「学校

の部活動に係る活動方針」については、毎年度見直しをする。 

（２）練習について 

 練習等については、大会や練習試合も含め、校長の承認のもと、計画的に行うこととす

る。 

 

【活動時間及び休養日の設定】 

〈小学校〉 

ア 平日の練習時間は、朝・放課後合わせて２時間程度とする。ただし、公的機関主催共

催している大会・コンクールの参加のために、さらに長い期間（最長２週間）活動が

必要な場合は、週あたりの練習時間や安全を考慮し、校長の承認により最長で３時間

まで可能とする。 

 

部活動の意義 

異年齢集団による自主的・自発的な活動を通して 

豊かな人間性 

充実した学校生活 

豊かな人間関係 

充実感や達成感 

自主性・社会性・協調性 責任感・連帯感 

思考力・判断力・表現力 

体力の向上や健康の増進 

専門的な知識・技能 

地域との交流 

生涯にわたり運動や文化に親しむ能力や態度を養う 

人間形成 

学校教育目標の実現 
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イ 学期中（長期休業中を除く。）は、平日に１日以上の休養日を設けることを基準とする。 

ウ 祝日は、原則休養日とする。地域行事等で部活動を実施しなければならない場合は、

直後の週の平日にその代わりとなる休養日を設ける。 

エ 大会参加に向けての直前練習、大会・コンクール・地域行事等の当日を除き、原則土

曜日、日曜日の部活動は実施しない。大会参加に向けての直前練習が土曜日及び日曜

日に必要な場合は、最大で大会やコンクールの２週間前からとし、練習時間は３時間

程度とする。 

土曜日、日曜日及び祝日等の休日に部活動を実施する場合には、通常の平日の休養日

の他に、直後の週の平日にその代わりとなる休養日を設ける。 

オ 児童が安全に下校できるように、日没等を考慮した完全下校時刻を設定し、練習時間

を決定する。 

カ 長期休業中の練習については、３時間程度とし、週２日以上の休養日を設ける。 

キ 学校閉庁日（８月・年末年始）に部活動は実施しない。 

 

〈中学校〉 

ア 平日の練習時間は、朝・放課後合わせて２時間程度とする。ただし、総合体育大会及

び県（関東・全国）コンクール等の参加のために、さらに長い期間（最長６週間）活

動が必要な場合は、週あたりの練習時間や安全を考慮し、校長の承認により最長で３

時間まで可能とする。 

イ 学期中（長期休業中を除く。）は、平日に１日は休養日を設けることを基準とする。 

ウ 祝日は、原則休養日とする。地域行事等で部活動を実施しなければならない場合は、

直後の週の平日にその代わりとなる休養日を設ける。 

エ 祝日がある場合は、直近の土曜日、日曜日を連続して部活動を実施してもよい。ただ

し、１週間の中で祝日を合わせて最低２日以上の休養日を設けることとする。 

オ 総合体育大会及び県（関東・全国）コンクール等の参加に向けての練習、大会・コン

クール・地域行事等の当日を除き、原則土曜日、日曜日のいずれかに１日休養日を設

ける。 

カ 大会・コンクール・地域行事等の参加のために土曜日、日曜日等の休日に連続して部

活動を実施する場合には、通常の平日の休養日の他に、直後の週の平日にその代わり

となる休養日を設ける。その週に祝日がある場合は、それに代えてもよい。 

キ 総合体育大会及び県（関東・全国）コンクール等の参加に向けての練習で土曜日、日

曜日等の休日に連続して部活動を実施する場合には、通常の平日の休養日の他に、直

後の週の平日にその代わりとなる休養日を設ける。その週に祝日がある場合は、それ

に代えてもよい。ただし、さらに長い期間（最長２週間）活動が必要な場合は、校長

の承認によって他の週に休養日を設けることができる。 

ク 土曜日や日曜日等の休日に活動する必要がある場合は、３時間程度の練習とする。 

ケ 生徒が安全に下校できるように、日没等を考慮した完全下校時刻を設定し、練習時間

を決定する。 

コ 長期休業中の練習については、３時間程度とし、週２日以上の休養日を設ける。 

サ 定期テスト等の直前（５日間程度）における練習及び練習試合は控える。この期間の
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休養日とウの振替となる休養日とは重ねないこと。 

シ 学校閉庁日（８月・年末年始）に部活動は実施しない。ただし、関東大会や全国大会

等に出場するにあたり練習が必要な場合は、校長の承認により練習を行うことができ

る。その場合は、長期休業中に休養日を設ける。 

（３）各種大会・コンクール・練習試合・地域行事等の参加について 

ア 児童生徒の発達段階から、大会やコンクール、練習試合、地域行事等に参加する回数

について配慮する。また、保護者の経済的負担や休日の家族の予定なども考慮して、

計画的に参加させる。 

イ 実施日、場所、時間、引率方法、引率者、交通手段等について、文書等で事前に校長

の承認を得る。校長が承認していないものについては、各種大会・コンクール・練習

試合・地域行事等に参加することができない。 

ウ 大会やコンクール、練習試合、地域行事等の参加については、月の活動計画（できれ

ば年間計画が望ましい）に位置づけ、参加希望者の保護者の承諾を得なくては、参加

することができない。 

エ 大会やコンクール、練習試合、地域行事等に参加に要する活動日数に対して、必要な

休養日を設ける。 

オ 中学校においては、定期テスト等の直前（５日間程度）における練習試合は控える。

ただし、大会やコンクール等の日程に伴い、実施が必要な場合は、保護者の了承を得

た上で実施する。 

カ 交通手段については、原則として公共の交通機関を利用する。 

３ 学校及び顧問・部活動指導員等の役割 

活動方針の策定については、学校の教育目標を踏まえた上で、児童生徒が生涯にわたっ

てスポーツや文化、芸術活動に親しむ基礎を育むこと、発達の段階に応じバランスのとれ

た心身の成長を促すことに十分留意することが必要である。 

大会等で勝つことのみを重視し過重な練習を強いることがないようにすること、健全な

心と身体を培い豊かな人間性を育むためのバランスの取れた運営と指導をすることなど

が大切である。 

（１）活動方針の策定及び活動計画の作成 

校長は、本ガイドラインに則り、「学校の部活動に係る活動方針」を毎年度策定する。活

動方針を作成するにあたり、職員会議等において、全職員が部活動の意義を理解するとと

もに、情報を共有化し、学級担任と顧問や指導者（部活動指導員・外部指導者）、顧問や指

導者（部活動指導員・外部指導者）同士が相互に理解・支援し合うなど、組織的に取り組

むことが大切である。 

顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等） 並びに毎月の活動

計画を作成し、校長に提出する。 

校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び「各部活動の活動計画」等をホームページ

に掲載する等により公表する。「学校の部活動に係る活動方針」については、毎年度見直し

をする。 
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（２）運営上の留意事項 

 ア 組織的運営 

部活動を学校教育全体の中で位置づけ、学校内外で連携を図りながら組織的に運営

していくことが重要である。部活動は、生徒指導上の諸課題を改善したり、特色ある

学校づくりの一環として大きな効果をもたらしたり、教育的効果は大きい。 

部活動は、単に児童生徒の自主的な活動による資質向上と生涯にわたってスポーツ

や文化、芸術活動に親しむ基礎を養うだけでなく、学校の教育目標の実現に向けても

効果が期待されるものである。児童生徒の人間形成の場として、学校運営上の重要な

柱と位置づけ、学校全体で組織的に運営していくことが大切である。 

イ 教育的配慮 

部活動は、児童生徒が対象であることを考え、生活のバランスや児童生徒の健やか

な成長に向けての教育的配慮が大切である。 

顧問・部活動指導員等は、児童生徒自らが意欲をもって取り組むことができるよう、

雰囲気づくりや心理面での指導の工夫が必要である。児童生徒が自己肯定感を高め、

自信をもてるような指導が求められる。 

過度な勝利至上主義的な指導や練習は、成果が期待できなくなるばかりか、様々な

生活への悪影響も懸念される。 

顧問・部活動指導員等の感情により指導内容や方法が左右されないように注意が必

要である。活動目標によっては、生徒に大きな肉体的負荷を課したり、精神的負荷を

与えたりする練習が想定されるが、生徒の疲労状況や精神状況をしっかりと把握する

ことも重要である。また、部活動のキャプテン等、一人の児童生徒に過剰な負担がか

からないように配慮することも必要である。 

ウ いじめの防止 

部活動は複数の学年の生徒が参加すること、同一学年でも異なる学級の生徒が参加

すること、目的や技能が様々であることなどの特色をもっている。 

そのため、顧問・部活動指導員等が児童生徒同士の人間関係をしっかりと把握し、

指導していくことが必要である。また、児童生徒のリーダー的な資質能力の育成とと

もに、協調性、責任感の涵養等の望ましい人間関係や人権意識の育成、生徒への目配

り等により、上級生による暴力行為等の発生の防止を含めた適切な集団づくりが求め

られる。 

部活動においても、「いじめは、決して行ってはならない」という強い認識のもと、

学級担任や養護教諭等との連携を含め、様々な角度から児童生徒の姿を把握すること

が必要である。 

また、日頃から児童生徒が不安や悩みを相談しやすい体制を整え、組織で早期発見

および早期対応ができるように体制を整えておくことが必要である。 

エ 部活動顧問の役割 

部活動は、児童生徒、地域、保護者との信頼関係のもとに成り立っている。その部

活動がよりよく運営できるようにするためには、顧問による適切な指導・適切な助言

が重要な役割を果たしている。そのためには、過度な負担にならないよう顧問の自己

研鑽に努めることも必要である。 
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顧問として、専門外の部活動を担当する場合も考えられる。指導に関する疑問点等

については、研修会や他校の同種目を指導している職員と連携を強め、部活動指導員

や外部指導者の協力などを仰ぎながら解決していくことも有効である。また、学校と

して指導者をできる範囲で複数配置することで、顧問の負担を軽減するとともに、生

徒指導上の諸問題、保護者対応、緊急対応など様々な場面で対応することができる。 

 オ 部活動指導員等の役割 

   【部活動指導員】 

学校教育法施行規則に基づき学校設置者（教育委員会）が雇用する会計年度任用職 

員で、部活動の顧問の代わりとなることが可能。 

  【外部指導者】 

部活動指導員以外の指導者で、学校設置者（教育委員会）と雇用関係を結び、顧問  

と連携・協力関係のもと部活動の指導に関わる。 

    部活動指導員の配置にあたっては、学校教育について理解し、適切な指導を行うた

めに、学校部活動の位置づけ、教育的意義、生徒の発達段階に応じた科学的な指導、

安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこと、体罰（暴力）やハラスメント（生

徒の人格を傷つける言動）はいかなる場合でも許されないこと、服務（校長の監督を

受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等

について研修を行った者とする。 

（３）地域・保護者との連携 

 ア 地域・保護者への情報提供 

部活動を充実させるためには、地域・保護者の理解や協力は不可欠である。地域・

保護者に部活動の運営に関して正しく理解してもらうことは、非常に重要である。そ

のためにも、保護者の願いや意見をしっかりと受け止めるとともに、適切に情報提供

をしていくことが大切である。信頼関係構築のためにも、活動計画はもちろんのこと、

年度当初の保護者会だけでなく、機会をとらえて部活動参観や保護者会、部活動通信

等を活用して、地域・保護者の意見を聞いたり顧問・部活動指導員等の考えを伝えた

りする機会を設けるなどし、地域・保護者の理解を得ることは重要である。この意思

疎通が地域・保護者の部活動に対する応援にもつながり、指導の効果を一層高めるこ

とにもなる。 

 イ 保護者負担の軽減 

部活動については、保護者の経済的な負担への配慮も欠かしてはならない。特に、

経済的な理由で児童生徒が制約を受けることがないように、学校は最大限の配慮をし

ていく必要がある。 

 ウ 部活動指導員・外部指導者との連携 

専門的な指導ができる部活動指導員・外部指導者に協力を依頼することは、児童生

徒、保護者の期待に応えるとともに、顧問の負担軽減にもつながり有効である。保護

者や関係団体等との連携を図りながら部活動を活性化させるとともに、部活動指導員・

外部指導者の積極的な活用等を通じて、地域に信頼される学校づくりを進めることが

大切である。 
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 エ 部活動指導員と保護者との連絡体制 

    保護者及び生徒との連絡は、学校管理下のもと行う。日常的な連絡（出欠席・活動

予定・持ち物等）は、学校が指定する連絡手段を用いて行い、活動中の事故や疾病発

生時の連絡は、速やかに学校管理職へ報告し、保護者への連絡は原則として学校が行

う。緊急時にやむを得ず部活動指導員が直接保護者へ連絡した場合には、その内容を

速やかに学校管理職へ報告する。 

（４）事故の防止 

 顧問・部活動指導員等は、活動中のあらゆる場面において、常に児童生徒の健康面への

配慮や安全確保を図る義務がある。特に身体活動を伴う部活動においては、特段留意して

いく必要がある。 

 日頃から顧問・部活動指導員等と児童生徒の事故防止に対する意識を高め、できる限り

の注意を払っていくことが大切である。 

ア 発達段階に応じた指導 

身体活動を伴う部活動は、体を動かす活動が多いため、けがや事故が起きる可能性

が高いと考えられる。また、児童生徒の能力や目標に応じて、より高い水準の技能や

記録を目指すことから、思わぬ事故が起きる場合もある。 

けがや事故を防ぐためには、顧問・部活動指導員等が、児童生徒の発達段階や体力、

技術の習得状況等を把握し、発達段階に十分配慮した段階的・計画的で児童生徒にと

って無理のない練習となるように留意する必要がある。また、練習の目的及び内容や

効果的な練習方法を児童生徒に伝えることも大切である。 

イ 健康状態の把握 

部活動を行うにあたり、その日の環境条件や生徒の体調等の確認が必要不可欠であ

る。そして、体調等が優れない場合には、児童生徒が顧問・部活動指導員等に気軽に

申告できるような雰囲気づくりが大切である。特に、近年の温暖化による熱中症への

対応は、十分な知識と正確な対応が必要である。 

児童生徒には、自らの健康状態について関心や意識を持たせることが大切である。

顧問・部活動指導員等は、児童生徒に適度な休養や栄養の補給に留意させるとともに、

活動に際し健康観察を適切に行い、体調が優れない児童生徒に対しては無理をさせず、

活動内容を制限させるか休ませるなどの対応が求められる。 

ウ ルールの徹底 

児童生徒一人一人が、安全に関する知識や技能を身に付けさせ、児童生徒自身が積

極的に自分や仲間の安全を守れるようにすることが求められる。事故防止のために、

それぞれの種目の特性に合わせて練習中や活動中に守るべきルールを定め、年度当初

に児童生徒に周知するとともに、機会を捉えて繰り返し確認をすることにより徹底を

図ることが必要である。また、必要に応じて掲示物を作成し、示したり、地域・保護

者に対しても協力を依頼したりすることも考えられる。 

学校外で活動をしたり、学校外へ移動したりする際の安全指導は、あらかじめ児童

生徒全員に徹底する必要がある。学校外で活動する際、顧問・部活動指導員もしくは

代わりに責任を持てる者がつき、児童生徒だけで活動することがないようにしなけれ
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ばならない。また、活動場所の安全点検を行い、時間帯・人数・運動量等にも十分配

慮する必要がある。 

大会等で学校外の場所へ移動する際は、顧問・部活動指導員等の引率責任者がつく

ことを基本とし、公共交通機関を利用する際のマナー等については、日頃から十分指

導しておくことが大切である。 

 エ 安全点検 

施設や設備の定期的な安全点検は学校保健安全法施行規則で義務付けられており、

日常的な安全の確認や点検が求められる。 

部活動として、児童生徒に施設や用具を大切にする意識を高め、習慣的に小さな不

備も見落とさない視点を養成することが大切である。また、施設・設備、用具を正し

く使用し、事故が起きないように指導する必要がある。 

学校及び顧問・部活動指導員等は、施設・設備や用具の管理には万全を期さなくて

はならない。万が一、施設・器具に不備や顧問・部活動指導員等の指導に瑕疵があっ

て、けがや事故が起きた場合の責任は大変大きいものがある。事故の状況によっても、

その責任の重さや内容は変わってくるが、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責

任、そして賠償責任が問われる場合もあることをあらかじめ知っておくことが望まし

い。 

オ 事故発生時の対応 

 事故の予防に努めるとともに、万が一に備え、事故発生時の対応について全職員で

共通理解を図り、緊急体制を確立しておくことが重要である。年度当初に、フローチ

ャートを含むマニュアルを作成し、定期的に見直しをすることも大切である。また、

けが人や病人の発生から手当てや管理職への報告、医療機関や保護者へ連絡、記録の

保存等の校内体制について、職員間で共通理解を図ることも必要である。 

ＡＥＤを含む応急処置などの対応については、職員が正確に行えるようにすること

が必要である。また、校外での活動においてもＡＥＤの場所を必ず確認し、大会等で

は児童生徒のみならず観客者等にも周知することが重要である。 

カ 熱中症への対応 

    活動の内容や気象条件に応じてリスクが高まること。また、命の危険に直結するこ

とから、スポーツ・文化芸術活動の実施に当たっては、適切な対応が求められる。 

    したがって、『表 1 暑さ指数（WBGT）に応じた注意事項等』の基準を共有するととも

に、環境省が発表する熱中症警戒情報を伝達する仕組みを整備し、必要な連携を行う。 

    また、学校および顧問・部活動指導員等は、夏季であれば空調整備の整った施設の

確保や、暑さ指数（ＷＢＧＴ）等の客観的数値に基づいた練習内容や練習時間の調整

等、児童生徒の体調管理を最優先した対応を行う。 

    なお、暑さ指数（ＷＢＧＴ）については、運動を伴う活動前に毎回、計測・確認す

るとともに、気候の変化に注意しながら、活動中適宜、計測・確認する。 
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表 1 暑さ指数（WBGT）に応じた注意事項等 

（出典：地域全体で子どもを育てる学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関するガイドライン（千葉県）） 

暑さ指数 

（WBGT） 

湿球  

温度 

乾球  

温度 

注意すべき活

動の目安 

日常生活におけ

る注意事項 

熱中症予防運動指針 

31℃以上 27℃ 

以上 

35℃ 

以上 

すべての生活

活動でおこる

危険性 

外出はなるべく

避け，涼しい室

内に移動する。 

運動は原則中止※ 

特別の場合以外は運動を中止

する。特に子どもの場合は中

止すべき。 

28～31℃ 24～27℃ 31～35℃ すべての生活

活動でおこる

危険性 

中等度以上の

生活活動でお

こる 危険性 

外出時は炎天下

を避け，室内で

は室温の上昇に

注意する。 

厳重警戒（激しい運動は中止） 

熱中症の危険性が高いので，

激しい運動や持久走など体温

が上昇しやすい運動は避け

る。10～20 分おきに休憩をと

り水分・塩分の補給を 行う。

暑さに弱い人は運動を軽減ま

たは中止 

25～28℃ 21～24℃ 28～31℃ 運動や激しい 

作業をする際は 

定期的に十分に 

休息を取り入れ

る。 

警戒（積極的に休憩） 

熱中症の危険度が増すので積

極的に休憩を取り適宜，水分・

塩分を 補給する。激しい運動

では 30 分 おきくらいに休憩

をとる 

21～25℃ 18～21℃ 24～28℃ 強い生活活動

でおこる危険

性 

一般に危険性は

少ないが激しい

運動や重労働時

には発生する 

危険性がある。 

注意（積極的に水分補給） 

熱中症による死亡事故が発生

する可能性がある。熱中症の

兆候に注意するとともに，運

動の合間に積極的に水分・塩

分を補給する。 

※特別の場合とは 

医師，看護師，一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ，救護所の設置，及び救急搬送体制の 

対策を講じた場合，涼しい屋内で運動する場合等のこと。 

１ 一次救命処置保持者 

心肺蘇生法及び AED の一次救命処置に係る救急救命の講習を受けており一次救命処置ができる， か

つ熱中症の応急処置について理解しており，処置行動がとれる者。 

２ 救護所の設置 

風通しのよい日陰や，できればエアコンの効いた室内等で，当事者が避難及び休憩できる場所を 設置

してあること。 

３ 救急搬送体制 

当事者の応急処置，救急車の要請等，有事の際の救急連絡体制が整っていること。 

＊日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブックを参照 
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キ 落雷事故の防止 

    屋外でのスポーツ活動等において、学校及び顧問・部活動指導員等は、落雷の危険

性を認識し、事前に気象情報を確認するとともに、天候の急変などの場合にはためら

うことなく計画の変更・中止等の適切な措置を講ずること。特に、指導体制が変わっ

た場合等にも対応に遺漏の無いよう十分留意すること。 

    また、児童生徒等においても、落雷の危険を感知した際には、ためらうことなく顧

問・部活動指導員等に申し出るよう、児童生徒の発達段階等を踏まえつつ指導するこ

と。 

    なお、落雷の兆候やそれに係る対応等として以下が考えられる。 

    ・暑い黒雲が頭上に上がった際には、雷雲の接近に注意する 

    ・かすかでも雷鳴が聞こえる際には落雷の危険がある 

    ・落雷の危険がある場合には、すぐに安全な場所（鉄筋コンクリートの建物、自転

車、バス、列車等の内部）に避難する 

    このほか、気象庁ウェブサイトにおいて、雷注意報等発表状況や、雷発生の感応性

の高い地域が地図上で確認できる「雷ナウキャスト」などの情報が提供されているの

で、こうした情報の活用も考えられる。 

４ 学校部活動を地域へ展開するための環境整備 

  国の部活動改革の理念と基本的な方向性 

（１）急激な少子化が進む中でも、将来にわたって子供たちがスポーツ・文                                                                                                                     

化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保・充実。 

（２）学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。 

（３）学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域クラブ活動とし

ての新たな価値を創出。 

（４）地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 部活動の展開等に関する課題の整理とスケジュール 
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   令和４年度当初、スポーツ庁及び文化庁から示された『学校部活動及び新たな地域ク

ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』では、令和５年度から令和７年度

を改革推進期間として定められた。 

令和７年５月１６日付けで『地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行

会議』の最終とりまとめが公表され、新たな改革実行期間として『前期改革実行期間（令

和８年度から１０年度の３年間）』と『後期改革実行期間（令和１１年度から令和１３年

度）』が定められ、前期３年間で確実に地域展開（移行）に着手し、後期改革実行期間内

で原則すべての部活動において地域展開（移行）を実現することが示された。 

   なお、これまで「地域移行」という名称で示されていたが、改革の理念や地域クラブ

活動の在り方等をより的確に表す観点から「地域展開」へと名称を変更することも示さ

れた。 

 

【鎌ケ谷市のこれまでの取組】 

令和５年度 スポーツ関係団体代表者、文化関係団体代表者、保護者代表及び学識経験者

など８名の委員で構成した「部活動地域移行協議会」を設置し、部活動地域

展開（移行）に向けての協議をはじめる。 

部活動の地域展開（移行）にむけて部活動指導員を市内中学校に１名を配置。 

令和６年度 市内全中学校に合計７名の部活動指導員を配置。 

      部活動地域展開（移行）に向けての協議会を３回開催し、地域展開に向 け

て協議を進める。 

令和７年度 市内全中学校に各校複数名の配置に広げ、合計１２名の部活動指導員を配置。 

      部活動地域展開（移行）に向けての協議会を３回開催し、地域展開に向 け

て協議を進める。 

   

今後は社会的情勢を踏まえ、鎌ケ谷市においても改革実行期間内に部活動地域展開（移

行）が実行可能となるよう、地域展開（移行）の方向性に向けた協議や必要な環境整備に

対する検討を進めていくこととなっている。 
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参考資料 

 

 

※あくまでも参考資料であり、各校の実情に応じて必要であればご活用ください。 
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（          ）部 （  ）月活動計画 
今月の活動目標 

 

活動計画 

活動時間 活動場所

1 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

2 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

3 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

4 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

5 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

6 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

7 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

8 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

9 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

10 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

11 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

12 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

13 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

14 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

15 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

日 曜日
実施

状況
備考

 
校外予定 

 

 

 

 

 

校長 教頭   

    

 参考 



16 

 

 

 

 

活動計画 

活動時間 活動場所

16 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

17 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

18 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

19 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

20 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

21 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

22 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

23 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

24 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

25 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

26 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

27 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

28 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

29 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

30 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

31 　　：　　～　　：　　

　　：　　～　　：　　

日 曜日
実施

状況
備考

 
校外予定 
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（        ）部年間計画 

 
年間活動目標 

 

 

月 大会等及び目標 

４  

５  

６  

７  

８  

９  

１０  

１１  

１２  

１  

２  

３  

 

特記事項 

 

 

 

 

参考 
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年 月 日 

学校長 様 

                     部顧問 

 

対外試合（活動）等承認願 
 

このことについて、下記のとおり計画いたしますので、ご承認願います。 

 

【内容】 

大会名等 

 

【期日時間】 

年  月  日（   ） 

集合時間   ： 集合場所 

開始時刻   ： 解散場所   ： 

終了時刻   ： 解散時刻   ： 

 

【活動場所】 
 

【参加人数】     名（男子   名・女子   名） 

【交通手段】 

 

徒歩・自転車・電車・その他（    ） 
 

電車（     線）（    駅～    駅） 

  （     線）（    駅～    駅） 

  （     線）（    駅～    駅） 

 

【引率職員】 
 

 

【その他】 

参加費 

一人あたりの交通費 

参加校など 

 

 
 

 

参考 
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熱中症予防のための運動指針 

（出典：スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック（日本スポーツ協会）） 

 

 

参考 


